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１．大阪国際空港の概況１．大阪国際空港の概況１．大阪国際空港の概況１．大阪国際空港の概況

（１）沿革等（１）沿革等（１）沿革等（１）沿革等

・昭和３３年３月 米軍から全面返還され、「大阪空港」となる。

・昭和３４年７月 空港整備法に基づく第１種空港に指定され、「大阪国際空港」となる。

・昭和３５年６月 日本航空の国際線（大阪～香港）が開設され、３９年にジェット旅客機の乗り入れ開始。

・昭和４５年２月 Ｂ滑走路（３，０００ｍ）の供用開始。

・平成 ６年９月 関西国際空港の開港に伴い国際線の廃止。

・平成 ９年４月 大阪モノレールが空港へ乗り入れ開始。

・平成２４年４月 新関西国際空港株式会社が設立される。

・平成２４年７月 大阪国際空港の管理運営業務について新関西国際空港株式会社へ業務移管され、関

西国際空港と経営統合し、両空港の運営が一体化される。

○設置管理者 ：

新関西国際空港株式会社

○行 政 区 域 ： 大阪府豊中市、池田市

兵庫県伊丹市

○滑 走 路 ： （Ａ）１，８２８ｍ

（Ｂ）３，０００ｍ

○運 用 時 間：

１４時間 （７：００～２１：００）

Ａ滑走路Ａ滑走路Ａ滑走路Ａ滑走路

Ｂ滑走路Ｂ滑走路Ｂ滑走路Ｂ滑走路

沿 革
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航空旅客数航空旅客数航空旅客数航空旅客数のののの推移推移推移推移

（２）利用状況（２）利用状況（２）利用状況（２）利用状況
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航空機発着回数航空機発着回数航空機発着回数航空機発着回数のののの推移推移推移推移

平成６年９月

関西国際空港開港

年度
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（出所）空港管理状況調書より作成（平成24年度は速報値）



路線別旅客数実績
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路線路線路線路線

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度

旅客数（人）旅客数（人）旅客数（人）旅客数（人）

①①①①

シェアシェアシェアシェア

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度

旅客数（人）旅客数（人）旅客数（人）旅客数（人）

②②②②

前年比前年比前年比前年比

①／②①／②①／②①／②

前年差前年差前年差前年差

（人）（人）（人）（人）

①－②①－②①－②①－②

１ 羽田 ５,６０３,３６２ ４２.６％ ５,４５９,７７５ １０２.６％ ＋１４３,５８７

２ 仙台 １,０２６,１６３ ７.８％ ７７９,３７１ １３１.７％ ＋２４６,７９２

３ 鹿児島 ６９９,０９０ ５.３％ ７５８,６４２ ９２.２％ △５９,５５２

４ 福岡 ６６４,９５３ ５.１％ ７１１,８２５ ９３.４％ △４６,８７３

５ 沖縄 ６２４,２６７ ４.７％ ６３５,７９１ ９８.２％ △１１,５２４

６ 宮崎 ５３２,６８９ ４.１％ ５４９,７８５ ９６.９％ △１７,０９６

７ 札幌 ４７８,４８６ ３.６％ ５６６,９５６ ８４.４％ △８８,４７０

８ 松山 ４９４,７８６ ３.８％ ４８５,４７２ １０１.９％ ＋９,３１４

９ 成田 ４９０,６８０ ３.７％ ４６４,７５７ １０５.６％ ＋２５,９２３

１０ 熊本 ４４７,３１８ ３.４％ ４６０,２８２ ９７.２％ △１２,９６４

小計 １１,０６１,７９４ ８４.１％ １０,８７２,６５６ １０１.７％ ＋１８９,１３８

その他小計 ２,０８５,５５１ １５.９％ ２,０３６,７３９ １０２.４％ ＋４８,８１２

合計 １３,１４７,３４５ １２,９０９,３９５ １０１.８％ ＋２３７,９５０

（注）平成２３年度旅客数には、東日本大震災（平成２３年３月１１日）による影響が含まれているため、前年比、前年差については、仙台線、

その他路線小計、合計欄では、特異数値が出ている。



２．大阪国際空港の環境対策２．大阪国際空港の環境対策２．大阪国際空港の環境対策２．大阪国際空港の環境対策

（１）経緯（１）経緯（１）経緯（１）経緯

昭和３９年 大阪国際空港に民間ジェット機就航

昭和４２年 航空機騒音防止法の制定（教育施設等の防音工事、移転補償等の開始）

昭和４４年以降 ジェット旅客機の離着陸の増加に伴い騒音問題が深刻化し、地元住民により、大阪国際空港

の夜間供用差止等の訴訟、大阪国際空港の廃止を含む調停の申請が行われた。

昭和５５年 公害等調整委員会による調停成立。

（大阪国際空港の存廃問題については、運輸省の調査、地元の意見聴取、運輸省の責任にお

いて関西国際空港開港時までにこれを決定、という手順により処理すべき旨の調停。）

昭和５６年 大阪国際空港騒音訴訟（第１次～第３次）の最高裁判決

（夜間供用差止は却下、慰謝料（過去分）は許容）

平成２年 地元自治体（１１市協）及び住民団体（調停団）と、いわゆる「存続協定」を締結

①大阪国際空港は関西国際空港開港後も、存続することとし、その運用に当たっては、関係地方

公共団体の理解と協力を求め、環境基準の達成に向け不断の努力を尽くすこと。

②大阪国際空港は、運輸大臣が直轄で管理・運営する国内線の基幹空港とすること。

③発着回数規制、発着時間規制等の周辺環境対策の実施及び航空機の安全運航の確保を図ること

④協定事項の内容を変更する場合は、あらかじめ協定の相手方と協議すること。

平成１７年 「関西３空港懇談会」において、関西３空港の役割分担について合意

・「伊丹空港は国内線の基幹空港、環境と調和した都市型空港」という位置付けや発着回

数及び運用時間を合意

平成２３年２月 関空・伊丹経営統合にあたり、国土交通省と１１市協及び調停団との間で安全・環境対策に

関する確認書を締結
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（２）事業概要（２）事業概要（２）事業概要（２）事業概要

5

航空機騒音の評価指標について

Ｌ den ： 時間帯補正等価騒音レベル

主要各国で採用されている航空機騒音の評価方式で、従来の「Ｗ値（WECPNL）」と比較し、主に以下の点が改善されている。

・測定技術の向上に伴い、より正確な評価が可能。 ・地上騒音を含めた航空機騒音の総合評価が可能。

概ね概ね概ね概ね ＬＬＬＬden ５７５７５７５７ （ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ ７０）７０）７０）７０） 以上以上以上以上

防音工事 → 学校、病院、共同利用施設 巡回健康診断

バリアフリー工事 → 共同利用施設 地域イベント開催時助成

資器材購入時助成 → 学校、共同利用施設

第１種第１種第１種第１種区域区域区域区域 ＬＬＬＬden ６２６２６２６２ （ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ ７５７５７５７５）））） 以上以上以上以上

住宅防音工事 騒音の影響の少ない施設の賃貸

第２種第２種第２種第２種区域区域区域区域 ＬＬＬＬden ７３７３７３７３ （ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ（ＷＥＣＰＮＬ ９０９０９０９０）））） 以上以上以上以上

児童公園、緑道、附属駐車場、防火水槽の整備助成 移転補償等事業

第３種区域第３種区域第３種区域第３種区域 ＬＬＬＬden ７６７６７６７６ （（（（ＷＥＣＰＮＬＷＥＣＰＮＬＷＥＣＰＮＬＷＥＣＰＮＬ ９５）９５）９５）９５） 以上以上以上以上 緩衝緑地帯等整備

空空空空 港港港港



（３）大阪国際空港における騒音対策区域（３）大阪国際空港における騒音対策区域（３）大阪国際空港における騒音対策区域（３）大阪国際空港における騒音対策区域
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（４）大阪国際空港周辺の騒音対策区域の変遷（４）大阪国際空港周辺の騒音対策区域の変遷（４）大阪国際空港周辺の騒音対策区域の変遷（４）大阪国際空港周辺の騒音対策区域の変遷

7

面積（ha）

第1種区域

Lden 62(W75)以上

（民家防音工事等）

第2種区域

Lden 73(W90)以上

（移転補償事業等）

第3種区域

Lden 76(W95)以上

（緑地整備等）

昭和57年3月30日 3127 2452 386 289

平成10年3月31日 1868 1722 98 48

平成21年3月6日 1313 1293 16 4

告示日



３．大阪国際空港の存続３．大阪国際空港の存続３．大阪国際空港の存続３．大阪国際空港の存続
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４．今後の大阪国際空港のあり方４．今後の大阪国際空港のあり方４．今後の大阪国際空港のあり方４．今後の大阪国際空港のあり方

（１）関西国際空港と大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に（１）関西国際空港と大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に（１）関西国際空港と大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に（１）関西国際空港と大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に

関する基本方針（抜粋）関する基本方針（抜粋）関する基本方針（抜粋）関する基本方針（抜粋）

第二 両空港の一体的かつ効率的な運営に関する基本的な事項

１ 両空港の運営に関する基本的な事項

（略）

関西空港は、４０００メートル級の滑走路を２本有し、完全２４時間運用が可能であることに加え、騒音問題がほとんど

なく、気象条件に左右されにくいといった強みを有している。また伊丹空港は、大阪都心部から近距離にあり利便性に秀

でている一方で、その周辺地域が市街化されているため、将来の拡張性が乏しく、また、安全・環境面での配慮が不可

欠である。

このような両空港の特性を踏まえれば、関西空港は首都圏空港と並ぶ我が国の国際拠点空港として最大限活用し、

伊丹空港は都市型空港として安全・環境面に配意しつつ運用することが適当であり、関西空港の国際拠点空港としての

再生・強化が喫緊の課題であることを踏まえると、国際線の就航は両空港のうち関西空港に限定することが適当である。

（略）

３ 伊丹空港の運営に関する基本的な事項

（１）伊丹空港の基本的運用方針

伊丹空港は、第一２②の目標を達成するため、安全・環境面に配慮しつつ、当面、現在の騒音対策区域の範囲内で、

次に掲げる枠内で運用する。また、空港運営事業者、航空運送事業者等の関係者は、今後の航空機材の低騒音化等に

適切に対応し、引き続き環境負荷の低減に努めるものとする。

① 運用時間は、７時から２１時までの１４時間とする。

② １日の総発着回数は３７０回を上限とする。

③ ②のうち、低騒音機以外の機材の発着回数は１日２００回を上限とする。

注１：②及び③については、年末年始等の時期を除く。

注２：低騒音機は、プロペラ機及びそれと同程度以下の騒音影響を及ぼす機材として空港運営事業者が定める。

なお、空港運営事業者は、従来のプロペラ機枠の低騒音機枠への転換に当たっては、モニタリング等により騒音値の

変化の状況を把握し、環境負荷の低減に努めつつ、段階的に進めるものとする。

12



（２）伊丹空港の非航空系事業に関する基本的事項

伊丹空港の非航空系事業は、当面は現在の空港機能施設事業者と連携を図り、経営統合法附則第１８条第２項に定め

る協定に基づき実施する。ただし、将来的には、空港運営事業者が航空系事業と非航空系事業を一体的に行い、両空港

における非航空系事業の統合によるシナジー効果を発揮できるよう、速やかに検討、調整を進める。

また、伊丹空港の事業価値をより一層向上させるため、伊丹空港のターミナルビルについて、第三２の観点も踏まえつ

つ、 航空機材の小型化などの利用状況に適切に対応し、改修等を含めた施策の検討を進めるとともに、駐車場等の経

営資源を活用し、総合的な収益力の向上を図る。

（３）伊丹空港周辺における騒音その他の航空機の運航により生ずる障害の防止等に関する基本的事項

伊丹空港は、その周辺地域が市街化されているため、環境との調和を図り周辺地域との共生を実現することが極めて

重要であり、国及び周辺地方公共団体等との間で締結した大阪国際空港の運用等に関する協定（平成２年）の趣旨に則

り、安全・環境対策が適正に実施されることが必要である。

空港運営事業者は、同協定の趣旨に則り、引き続き騒音影響に配慮した空港運用を行うとともに、公共用飛行場周辺

における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（昭和４２年法律第１１０号）等の法令に従い、防音工事・移転補

償の実施等空港の周辺における環境対策を着実に実施する。
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（２）プロペラ機枠のジェット化について（２）プロペラ機枠のジェット化について（２）プロペラ機枠のジェット化について（２）プロペラ機枠のジェット化について

【【【【１１１１】】】】 伊丹空港におけるプロペラ機枠の段階的低騒音機枠化に関する新関空会社案伊丹空港におけるプロペラ機枠の段階的低騒音機枠化に関する新関空会社案伊丹空港におけるプロペラ機枠の段階的低騒音機枠化に関する新関空会社案伊丹空港におけるプロペラ機枠の段階的低騒音機枠化に関する新関空会社案

(1) プロペラ機枠の低騒音機枠への変更計画について

航空会社のプロペラ機から(2)の低騒音ジェット機への転換需要に対応していくため、(3)(4)により騒音値の変化の状況

を的確に把握しながら、従来のプロペラ機枠について、概ね３分の１ずつ３回に分け、プロペラ機に替えて(2)の低騒音ジ

ェット機の使用を可能とする枠（以下「低騒音機枠」という。）に以下のスケジュールで段階的に変更することとする。

① 2013年夏ダイヤ（３月末）から、25便50回の枠

② 2014年夏ダイヤ（３月末）から、さらに25便50回（計50便100回）の枠

③ 2015年２月（次回の発着枠の配分見直し）から、さらに20便40回（計70便140回）の枠。併せて、CRJ枠（15便30回）も

変更し、計85便170回の枠

(2) 低騒音機枠を使用して運航することが可能な機材について

低騒音機枠を使用して運航することが可能な機材は、プロペラ機のほか、別紙１の騒音値分布図においてDH8Aと同

程度以下の騒音影響を及ぼすものとして以下に記載する機材（以下「低騒音ジェット機」という。）とする。

なお、対象機材のさらなる拡大については、騒音値の蓄積状況を踏まえながら、引き続き検討を行うものとする。

CRJ1・2・7、E170、B737（-700、-800に限る）、A320、MD90

(3) 騒音影響の見通しについて

プロペラ機枠の低騒音機枠への変更にあたっては、平成22年4月1日に適用された第１種騒音対策区域の騒音コンター

（以下「現行区域コンター」という。）を下回ることを前提とする。

この点については、以下の条件設定に基づき作成した別紙２の予測騒音コンターにより確認されている。

ⅰ 全てのプロペラ機枠が低騒音機枠に変更される(1)③の段階を想定。

ⅱ (1)③の段階における機材構成は以下の通り想定。

・ ジェット機枠においては、2012年夏ダイヤと同様の機材構成。

・ 低騒音機枠においては、同ダイヤにおける低騒音ジェット機の機材構成。
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(4) モニタリング方法について

さらに、プロペラ機枠を低騒音機枠に変更した場合における騒音値の変化の状況を的確に把握しつつ、(1)①～③の

いずれの段階においても騒音コンターが現行区域コンターを下回ることを確認するため、以下の方法によりモニタリン

グを実施する。

① (1)①～③の各段階における変更前に、航空会社が発表する運航ダイヤを元に騒音コンターを計算し、現行区域コ

ンターを下回ることを確認する。

② (1)①～③の各段階における変更後に、飛行の実績データ（離着陸回数、使用機材、飛行経路等）を用いて騒音コ

ンターを計算し、現行区域コンターを下回ることを確認する。その際、地方公共団体による計測によって得られた実

績データとの整合性について確認する。

(5) 環境負荷の低減について

(3)(4)に基づく検証に加えて、出発・到着方式の改善、低騒音機の導入促進等の発生源対策や周辺地域の生活環境

改善対策を一層強化するなど、引き続き騒音環境の改善をはじめとする環境負荷の低減に努める。
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路線路線路線路線

2012201220122012年年年年

冬ダイヤ冬ダイヤ冬ダイヤ冬ダイヤ

2013201320132013年年年年

夏ダイヤ夏ダイヤ夏ダイヤ夏ダイヤ

増減増減増減増減

羽田 30 31 +1

成田 4 4 0

新千歳 3 3 0

福岡 13 17 +4

那覇 2 2 0

函館 0 1 +1

青森 3 3 0

三沢 0 1 +1

秋田 5 5 0

花巻 3 4 +1

山形 3 3 0

仙台 15 18 +3

福島 5 5 0

路線路線路線路線

2012201220122012年年年年

冬ダイヤ冬ダイヤ冬ダイヤ冬ダイヤ

2013201320132013年年年年

夏ダイヤ夏ダイヤ夏ダイヤ夏ダイヤ

増減増減増減増減

新潟 9 10 +1

但馬 2 2 0

隠岐 1 1 0

出雲 6 6 0

松山 11 12 +1

高知 9 6 -3

大分 6 7 +1

宮崎 10 13 +3

長崎 6 6 0

熊本 10 10 0

鹿児島 12 13 +1

奄美 1 1 0

屋久島 1 1 0

合計合計合計合計

（（（（26262626路線）路線）路線）路線）

170170170170 185185185185 +15+15+15+15

【【【【２２２２】】】】今年度夏ダイヤ以降の路線別便数比較表今年度夏ダイヤ以降の路線別便数比較表今年度夏ダイヤ以降の路線別便数比較表今年度夏ダイヤ以降の路線別便数比較表

既存路線（増減便なし）

（14路線）
既存路線（増便あり）

（9路線）
既存路線（減便あり）

（1路線）
新規路線

（2路線）
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【【【【３３３３】】】】今年度夏ダイヤ以降の利用実績今年度夏ダイヤ以降の利用実績今年度夏ダイヤ以降の利用実績今年度夏ダイヤ以降の利用実績

18

実績（人／席） 対前年 対前々年

旅客数 1,075,392 101.9% 119.8%

座席数 1,702,798 113.5% 120.3%

旅客数 1,175,632 106.6% 117.0%

座席数 1,749,077 110.3% 117.6%

平成２５年５月

平成２５年４月
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（３）ターミナル改修計画（３）ターミナル改修計画（３）ターミナル改修計画（３）ターミナル改修計画

コンセプト ： 都市型空港としての利便性の向上とターミナルビル機能の維持

★ 出到着機能の変更による利便性と快適性の向上

・ フィンガー方式からシンプルなリニア方式への変更とムービングサイドウォーク設置による歩行距離と時間の短縮

・ 到着機能の中央ゾーンへの集約による地上交通とのスムーズな接続

★ 小型機に対応した施設

・ 小型機用スポット整備による施設の適正化

★ ターミナルビル機能の強化

・ 長距離バスターミナルの整備による広域アクセスの改善

・ ファストレーン新設によるＶＩＰ対応の充実

・ 防災・保安機能の強化

★ エコ・ターミナルの推進

・ 自然エネルギーなどの導入による省エネ対策の実施

ビル増設エリアビル増設エリアビル増設エリアビル増設エリア



５．周辺地方公共団体とのまちづくりについて（抜粋）５．周辺地方公共団体とのまちづくりについて（抜粋）５．周辺地方公共団体とのまちづくりについて（抜粋）５．周辺地方公共団体とのまちづくりについて（抜粋）
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2 0 1 2 年 1 1月 1日

豊 中 市

新関西国際空港株式会社

豊中市と新関西国際空港株式会社が豊中市と新関西国際空港株式会社が豊中市と新関西国際空港株式会社が豊中市と新関西国際空港株式会社が

「大阪国際空港を活かしたまちづくりの推進」について合意！「大阪国際空港を活かしたまちづくりの推進」について合意！「大阪国際空港を活かしたまちづくりの推進」について合意！「大阪国際空港を活かしたまちづくりの推進」について合意！

豊中市と新関西国際空港株式会社（以下「新関空会社」）は、大阪国際空港およびその周辺地域の活性化

を図るためのまちづくりを協働して推進するため、本日（2012年11月1日）、『「大阪国際空港を活かした

まちづくりの推進」に関する基本合意』およびこれに基づく『大阪国際空港周辺場外用地（豊中市域）の取

扱いに関する覚書』を締結しました。

両者の連携により、新関空会社保有の空港周辺土地の更なる高度利用を図るなど、空港を核とした地域活

性化を推進します。

【基本合意及び覚書の概要】

１．「大阪国際空港を活かしたまちづくりの推進」に関する基本合意１．「大阪国際空港を活かしたまちづくりの推進」に関する基本合意１．「大阪国際空港を活かしたまちづくりの推進」に関する基本合意１．「大阪国際空港を活かしたまちづくりの推進」に関する基本合意

① 豊中市は、地域再生計画の目標達成を図るなど、空港を活かしたまちづくりを推進。

② 新関空会社は、豊中市による空港を活かしたまちづくりに協力。

２．大阪国際空港周辺場外用地（豊中市域）の取扱いに関する覚書２．大阪国際空港周辺場外用地（豊中市域）の取扱いに関する覚書２．大阪国際空港周辺場外用地（豊中市域）の取扱いに関する覚書２．大阪国際空港周辺場外用地（豊中市域）の取扱いに関する覚書

① 基本事項

② 新関空会社が貸し付けている場外用地の具体的な取扱い方針

※詳細につきましては新関西国際空港㈱ＨＰをご参照ください。

【経緯・趣旨】

（略）
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※詳細につきましては、新関西国際空港㈱ＨＰをご参照ください。

川西川西川西川西市と新関西国際空港株式会社が市と新関西国際空港株式会社が市と新関西国際空港株式会社が市と新関西国際空港株式会社が

「川西市南部地域のまちづくりの推進」について合意！「川西市南部地域のまちづくりの推進」について合意！「川西市南部地域のまちづくりの推進」について合意！「川西市南部地域のまちづくりの推進」について合意！

川西市と新関西国際空港株式会社（以下「新関空会社」）は、川西市南部地域の生活環境改善、地域コミュニティ

の再生等を図るためのまちづくりを連携して推進するため、本日（2013年4月26日）、「川西市南部地域のまちづくりの

推進に関する基本合意」及びこれに基づく「大阪国際空港周辺場外用地（川西市域）の取扱いに関する覚書」を締結

しました。

【基本合意及び覚書の概要】

１．川西市南部地域のまちづくりの推進に関する基本合意１．川西市南部地域のまちづくりの推進に関する基本合意１．川西市南部地域のまちづくりの推進に関する基本合意１．川西市南部地域のまちづくりの推進に関する基本合意

① 川西市は、新関空会社や地域住民との連携の下、平成25年度内を目途に同市南部地域のまちづくりの推進に向

けた「川西市南部地域整備実施計画」を策定するとともに、可能な限り早期に当該実施計画に位置付けられた施策

を事業化すること等により、当該地域の生活環境改善、地域コミュニティの再生等を図る。

② 新関空会社は、移転補償跡地の適切な利活用を通じて当該実施計画の推進に協力する。

２．大阪国際空港周辺場外用地（川西市域）の取扱いに関する覚書２．大阪国際空港周辺場外用地（川西市域）の取扱いに関する覚書２．大阪国際空港周辺場外用地（川西市域）の取扱いに関する覚書２．大阪国際空港周辺場外用地（川西市域）の取扱いに関する覚書

① 基本事項

② 新関空会社が貸し付けている場外用地の具体的な取扱い方針

③ その他の場外用地の具体的な取扱い方針

【経緯・趣旨】

（略）

2013年4月26日

川 西 市

新関西国際空港株式会社



ご清聴ありがとうございました。


